
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

第５回 実地指導が明日来ても

恐くない事前対策セミナー 
●延 300 回の実地指導立会の現場経験によるプロの事前対策セミナーです● 

■介護事業の指定取消しの現状。 

■一人のミスが 200 万円の返還請求へ！？ 

■運営規定違反が取消しの原因になる。 

■管理者がやらなければならない説明責任とは？ 

■絶対やってはいけない記録、帳票のタブー集。 

■みんなでやる実地指導の本当の意味。 

■部門別計算をしていないと運営規定違反になる。 

■実地指導に備えることは全ての経営改善へつながる。

■古池 和弘 
公認会計士松本昌晴事務所 副所長 

税理士、中小企業診断士、ファイナンシャル

プランニング技能士 1 級  
■西村 栄一 旧㈱コムスン出身。人事責 

任者、支店長、副統括部長を経て関西エリア

責任者(管轄 120 店)となる。現在、リスク対

応レスキューのプロ組織として㈱ヘルプ

ス・アンド・カンパニーの代表。「現代社会

に潜む人間の本当の優しさへの原点回帰」を

理念に介護分野を超えた多方面のアライア

ンスに取り組んでいる。 

講師プロフィール 主なセミナーの内容 

日時  平成 22 年 12 月 15 日(水)                   
13 時 30 分～16 時 30 分 (開場 13 時 00 分) 

場所  三井住友海上大阪淀屋橋ビル 4F  
       Ｂ会議室 

会費  お１人様 1,000 円（税込） 

定員  30 名（先着順） 

開 催 要 領 

お申込み ⇒ＦＡＸ ：０６－６２５１－１３６９ 

介護事業経営研究会 大阪中央事務局  

★下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みく

ださい。お申込書受領後、受講票・ご請求書・地図等を

ＦＡＸ又は郵送にてお送りいたします。 

           ■12／15（水）実地指導が明日来ても恐くない事前対策セミナーに参加申し込みます■ 

事業所名                      住所 

フリガナ 

参加者名                      ＴＥＬ 

フリガナ 

参加者名                     ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

              個別相談をご希望の方は、該当する箇所にレ点して下さい。 

□ 記録帳票  □指導対応直前  □クレーム対応  □ケアマネージャー指導  □サービス提供責任者指導  □事業運営立て直し 

□ 介護加算&助成金  □デイサービス管理指導  □事業保険、福利厚生保険   □役員、従業員退職金    □就業規則の作成 

□ 節税対策 □部門別計算   □その他（                                   ） 

◆ 共催：介護事業経営研究会  大阪中央事務局  
三井住友海上きらめき生命保険株式会社 大阪 FC オフィス                  

〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-5-9 村田長ユーマンビル 5Ｆ   TEL:06-6251-1368        

URL:http://kaigo-kigyou.matsumoto-kaikei.com 
 
 
  


